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 資料①－１ 実態把握調査の概要 

 

１ 北中城村成年後見制度実態把握調査の概要 

 

北中城村成年後見制度実態把握調査 

１．目的  

  北中城村内の成年後見制度に関する潜在的ニーズの実態把握及び利用状況等を

調査し、今後の成年後見制度利用促進の充実を図ることを目的に実施。 

２．調査対象  

（1）高齢者：本村の介護保険被保険者が利用している居宅介護支援事業所 

及び介護保険施設等。 

（2）障がい者：本村の障害福祉サービス受給者が利用している特定相談支援事業所

及び施設入所支援。 

（3）その他（高齢者及び障がい者）： 

    本村に住所を有する方が入院している精神科病院 

（4）親族後見人：本村に住所を有する方の親族後見人 

（5）専門職団体：5団体 

    沖縄弁護士会、成年後見センター・リーガルサポート沖縄支部、 

    沖縄税理士会、沖縄県社会福祉士会、沖縄県精神保健福祉士協会 

（6）家庭裁判所：本村を管轄する那覇家庭裁判所 

（7）北中城村権利擁護支援センターひまわり 

３．調査期間 

  調査票配布：令和元年 10月～ 

  調査票回収：令和元年 11月～12月 

  ※調査回答基準日：令和元年 9月 30日時点 

４．調査方法 

  アンケート調査法 （郵送にて調査票を配布・回収） 

５．実施主体 北中城村 
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２ 調査対象施設及び利用者数 

 

区分 施設種類 対象事業所数 利用者数 

介護サービス 

事業所 

介護老人福祉施設 １２ ４６ 

介護老人保健施設 ９ ５７ 

特定施設入居者生活介護 ９ １５ 

認知症対応型共同生活介護 １ ９ 

小規模多機能型居宅介護 １ ２３ 

居宅介護支援事業所 ４９ ２８５ 

地域包括支援センター １ ８８ 

小 計 ８２ ５２３ 

障害福祉サービス 

事業所 

施設入所支援 １３ ２２ 

指定特定相談支援事業所 ２７ １１０ 

小 計 ４０ １３２ 

医療機関 

（精神科） 

精神科病院 １４ ― 

認知症デイケア １ ― 

小 計 １５ ― 

合 計 １３７ ６５５ 
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３ 調査票 

（１）介護・障がい事業所・医療（精神科） 調査票 

 

連絡先

回答者

氏　名

問１

① 人

② 人

③ 人

④ 人

⑤ 人

⑥ 人

⑦ 人

⑧ 人

⑨ 人

⑩ 人

人

問2

1人で二つ以上の属性に該当する場合には、主要な属性について１人としてください。

① 人

② 人

③ 人

合計 人

（問１の合計人数と合致）

北中城村　成年後見制度に関する実態把握調査票

事業所名

回答者

所属・役職

本人の判断能力が不十分なため、財産の管理ができない。

税金や施設利用料・その他借金等を現に滞納しているが、本人の判断能力が不十

分であるため、適切に対応できていない。

本人の判断能力が不十分であり、商品を次々購入する等、収入に見合った適切な

支出ができない。

回答欄

法

律

行

為

本人の判断能力が不十分であったため、過去に消費者被害に遭ったことがある又は

現に悪徳業者につきまとわれている可能性がある。

本人の判断能力が不十分であり、不動産の処分や遺産分割協議など、日常的な

金銭管理を超える法律行為を行うことが難しい。

本人の判断能力が不十分であり、診療契約やサービス利用契約を理解できず、利

用が進まない。

該当する場合には、特に支障が生じている項目を一つだけ選択してください。

財

産

管

理

　貴事業所において以下の項目に該当する方（問２以降では「支援を要する方」といいます。）はいます

か。以下の項目に該当する人数を回答欄に記入してください。なお、1人で二つ以上の項目に

知的障害者、又は明確な診断はないが知的障害が疑われる方

精神障害者、又は明確な診断はないが精神障害が疑われる方

回答日：令和元年　　　月　　　日

そ

の

他

その他困難な事情があるが、本人の判断能力が不十分であるため、適切に対応で

きていない。

（具体的な内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

合　計

　支援を要する方（問1に該当した方）の主な障害等の状態をご回答ください。

回答欄

認知症、又は明確な診断はないが認知症が疑われる方

虐

待

被

害

等

本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど、経済的

虐待を受けている又は疑いがある。

本人の判断能力不十分であるため、④以外の虐待（身体的・精神的・性的・ネグ

レクト等）を受けている又は疑いがある。

本人の判断能力が不十分であり、必要な医療・介護・福祉サービスの全部又は一

部を拒否している。

※本調査の対象者は、北中城村在住者及び介護保険被保険者並びに北中城村より障害福祉サービス等の支給決

定を受けている20歳以上の方を対象とします。

※「指定・特定相談支援事業所」の方は、施設入所支援サービス以外の利用者について、また「障害者支援施設」は

施設入所支援サービスの利用者の方を対象としてください。

※本調査は、令和元年9月30日現在を基準日としてご記入ください。

※回答は、11月30日までに返信用封筒で投函してください。
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問3

① 20代 人 ⑤ 人 ⑨ 人

② 30代 人 ⑥ 人 ⑩ 人

③ 40代 人 ⑦ 人 人

④ 50代 人 ⑧ 人

問4

① 人

② 人

③ 人

人

（問１の合計人数と合致）

問5

① 人

② 人

③ 人

人

（問１の合計人数と合致）

問6

① 人

② 人

人

問7

人

回答欄 回答欄

　支援を要する方（問1に該当した方）の年齢の内訳をご回答ください。

回答欄

身寄りがない又は近隣に頼れる親族がいない。

親族はいるが協力を得ることが困難である。

回答欄

　支援を要する方（問1に該当した方）が成年後見制度を利用されているか否かについてご回答ください。

回答欄

成年後見人（保佐・補助含む）がついている。

成年後見人（保佐・補助含む）はついていない。

不明

生活保護受給世帯に属している

生活保護受給世帯に属していない

回答欄

合計

不明

合計

回答欄

100歳以上

不明

合計

（問１の合計人数と合致）

※1）ここでいう「親族」とは、「2親等以内の血族又は姻族（本人及び配偶者の兄弟姉妹、孫等）及び「回答

　　者が知りうる範囲の4親等以内の血族（本人のいとこ、甥姪の子など）を指します。

※2）「協力を得ることが困難である」例としては、以下の通りです。

　・親族が身体的又は精神的問題等を抱えており、利用者のことを任せられない状況にある。

　・本人と親族間に何らかの利害対立が生じている。

　・親族はいるが協力を事実上拒否されている。（又は連絡がつかない）

　支援を要する方（問１に該当した方）のうち、貴事業所として成年後見制度の申立てにむけて準備・検

60代

70代

80代

　支援を要する方（問1に該当した方）が生活保護世帯に属しているか否かについてご回答ください。

　支援を要する方（問1に該当した方）のうち、以下の項目に該当する人数をご回答ください。

討している方は何人いますか。

90代

合計
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問8

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

問9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

問10

1

2

3

4

5

6

7

問11

地域包括支援センター

障害者相談支援事業所

手続きが大変そう。

制度利用の必要はない。（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

成年後見申立のための必要書類の収集が困難である。

その他の支障がある。（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　成年後見制度の申立てに向けて準備・検討を進める上で支障となっている点があれば回答ください。（当てはまるもの全

てに○をつけてください。）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

他機関には相談していない（自事業所のみで対応）

　（問7で「1人以上」と回答した施設・事業所にうかがいます。）

（問7で「1人以上」と回答した事業所にうかがいます。）

成年後見制度の申立に向けて準備・検討を進める上で相談している機関をご回答ください。（当てはまるもの全てに○をつ

けてください。）

家庭裁判所

市町村行政

沖縄弁護士会または弁護士

リーガルサポート沖縄県支部（県司法書士会）または司法書士

ぱあとなあ沖縄（県社会福祉士会）または社会福祉士

北中城村権利擁護支援センターひまわり（または村社会福祉協議会）

以上で質問は終了です。御協力ありがとうございました。

　支援を要する方（問1に該当した方）のうち、成年後見制度の活用（準備・検討を含む）がされていない方がいる場

合、その理由はなんですか。（当てはまるもの全てに○をつけてください。）

成年後見申立費用を工面するのが困難である。

本人の収入・財産額が少なく、後見人等への報酬支払いが困難である。

本人や家族が成年後見制度の利用を拒否している。

申立人（親族）の協力が得られない。

市町村長申立が進まない。

後見人候補者の確保が困難である。

　成年後見制度の取り組みに関する意見等をお書きください。（自由記述）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業所（医療機関）の担当として、制度をよく理解できていない。

親族が申し立てることなので、事業所（医療機関）として関知しない。

どこへ相談を繋げたらよいかわからない。

特に支障となっている点はない。

ご本人、ご家族等の経済的な余裕がない。
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（２）専門職後見人等団体向け 調査票 

 

  

（１）会員数等についてご回答ください。

管轄
家庭裁判所

会員数
後見人

候補者名簿登録者数
受任件数

平成30年度

那覇家庭裁判所
沖縄支部

会員数 □　増加する □　減少する □　現状維持

後見人候補者
名簿登録者数

□　増加する □　減少する □　現状維持

受任件数 □　増加する □　減少する □　現状維持

課題等（自由記述）

（3）専門性を発揮しうる案件についてご回答ください。

（4）実際に受任している案件の特徴についてご回答ください。

（5）成年後見制度についての課題や今後について、意見等がございましたらご記入ください。

専門職後見人団体の活動状況に関する調査

〈調査基準日〉令和元年9月30日

（2）今後５年間を見据えた将来的な見通しを教えて下さい。
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（３）親族後見人等向け 調査票 
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 資料①－２ 家庭裁判所 調査 

 

２－１ 家庭裁判所 調査 

 

 

 

 

那覇家庭裁判所管内及び北中城村における 

成年後見制度申立の状況及び後見人等 

選任状況の把握 

 

 

 

○那覇家庭裁判所へのアンケート調査結果 

 

※本アンケート調査の回答は、那覇家庭裁判所沖縄支部による自庁統計による 

概数であり、今後の数字等の修正が生じることがある。 
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２－１ 家庭裁判所 調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管内 北中城村 管内 北中城村 管内 北中城村 管内 北中城村 管内 北中城村

申立 133 5 147 10 129 6 139 6 109 7

認容 131 5 146 10 126 6 138 6 103 7

却下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 2 0 1 0 3 0 1 0 6 0

問１．平成26年1月1日から平成30年12月31日までに成年後見等が申し立てられた件数及び終局区分件数

を教えてください。

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

管内 北中城村 管内 北中城村 管内 北中城村 管内 北中城村 管内 北中城村

補助 4 0 5 0 2 0 1 0 4 0

保佐 17 0 13 0 22 1 16 0 15 0

後見 110 5 128 10 102 5 121 6 84 7

任意後見監督人選任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

問２．平成26年1月1日から平成30年12月31日までの間の申立のうち認容された件数の内訳を教えてください。

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

問３．平成30年の申立について、申立人の属性別内訳を教えてください。

0その他 0

後見人（法定・任意）

市町村長

2

75

2

30

属性 管内 北中城村

0

4

＊他市町村長による申立ても含ま

れ、北中城村長による申立て件数と

は一致しない。

0

          3　＊

本人

親族

問４．平成30年の申立について、申立時の成年被後見人の年齢別内訳を教えてください。

管内年代 北中城村

0

1

20代以下

30～40代

1

4

11290代以上

3

14

33

47

50～60代

70代～80代



51 

 

２－１ 家庭裁判所 調査 

 

 

 

 

 

 

 

問５．平成30年の申立について、申立時の動機別内訳を教えてください。

0

0

0

8

北中城村

6

2

1

2

2

管内

74

2

1

13

25

24

14

相続手続

不動産処分

訴訟手続等

保険金受取

その他

介護保険契約（施設入所のため）

身上監護

内訳

預貯金等の管理・解約

問６．平成30年の申立について、成年後見人等就任者の属性別内訳を教えてください。

2

1

0

0

0

0

2

1

0

1

1その他個人

属性 管内

社会福祉士

その他法人 2

親

族

第

三

者

配偶者

親

子

兄弟姉妹

その他

北中城村

2

4

18

8

17

12弁護士

司法書士 19

23

北中城村

0

5

4

4

2

3

7

29

0

1

0

0

0

0

1

2

200万円以上300万円未満

100万円以上200万円未満

50万円以上100万円未満

50万円未満

流動資産額

5000万円以上

1000万円以上5000万円未満

500万円以上1000万円未満

管内

300万円以上500万円未満

問７．問６のうち、弁護士、司法書士、社会福祉士が成年後見人等に選任された事件における、

申立時の成年被後見人等の流動資産額別内訳を教えてください。
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 資料①－３ 介護・障がい事業所、医療（精神科）調査 

 

３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

 

 

 

 

 

令和元年度 

北中城村 成年後見制度に関する実態把握調査 

（介護・障害・医療 調査結果） 

 

 
対象事業所数 回答事業所数（回収率） 

介護保険サービス事業所 82 39（47.6％） 

障害福祉サービス事業所 40 22（55.0％） 

医療機関（精神科） 15 5（33.3％） 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

問１．貴事業所において以下の項目に該当する方はいますか？        

単位：人 

法
律
行
為 

① 本人の判断能力が不十分であったため、過去に消費者被害に遭ったことがあ

る又は現に悪徳業者につきまとわれている可能性がある。 

1 

② 本人の判断能力が不十分であり、不動産の処分や遺産分割協議など、日常的

な金銭管理を超える法律行為を行うことが難しい。 

6 

③ 本人の判断能力が不十分であり、診療契約やサービス利用契約を理解できず、

利用が進まない。 

16 

虐
待
被
害
等 

④ 本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど、経

済的虐待を受けている可能性又は疑いがある。 

1 

⑤ 本人の判断能力が不十分であるため、④以外の虐待（身体的・精神的・性的・

ネグレクト等）を受けている又は疑いがある。 

7 

⑥ 本人の判断能力が不十分であり、必要な医療・介護・福祉サービスの全部又

は一部を拒否している。 

16 

財
産
管
理 

⑦ 本人の判断能力が不十分なため、財産の管理ができない。 75 

⑧ 税金や施設利用料・その他借金等を現に滞納しているが、本人の判断能力が

不十分であるため、適切に対応できていない。 

4 

⑨ 本人の判断能力が不十分であり、商品を次々購入する等、収入に見合った適

切な支出ができない。 

2 

そ
の
他 

⑩ その他困難な事情があるが、本人の判断能力が不十分であるため、適切に対

応できていない。（具体的内容） 

10 

 合計 138 

＜問１-⑩具体的内容＞ 

・自分の考えを言葉にあまりできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇何らかの理由により後見制度の利用を必要としている者（以下「後見制度利用対象者」と

いう。）は 138人であった。 

〇後見制度利用を必要としている主な理由は、人数が多い順に「財産の管理ができない」75

人、「判断能力が不十分なため、診療やサービスの契約ができない」18 人、「判断能力が

不十分なため、医療・介護・福祉サービスの利用拒否」16人であった。 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

【内訳】後見制度利用対象者数 

                             単位：人 

種別 対象者人数 

介護保険サービス事業所 81 

障害福祉サービス事業所 50 

医療機関（精神科） 7 

合計 138 

 

  

介護保険サービス

事業所
81

59%

障害福祉サービス

事業所
50

36%

医療機関（精

神科）, 7, 5%
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

問２．主な障害等の状態 

単位：人 

① 認知症、又は明確な判断はないが認知症が疑われる方 82 

② 知的障害、又は明確な診断はないが知的障害が疑われる方 33 

③ 精神障害者、又は明確な判断はないが精神障害が疑わる方 23 

合計 138 

 

 

〇後見制度利用対象者における障がい等の状況は、「認知症、又は明確な判断はないが認知

症が疑われる方」82人、「知的障害、又は明確な診断はないが知的障害が疑われる方」33

人、「精神障害者、又は明確な判断はないが精神障害が疑わる方」23人となっている。 

 

【内訳】後見制度利用対象者数 

                                    単位：人 

種別 
介護保険サービス事

業所 

障害福祉サービス 

事業所 

医療機関 

（精神科） 

認知症、又は明確な判断はない

が認知症が疑われる方 
73 3 6 

知的障害、又は明確な診断はな

いが知的障害が疑われる方 
2 31 0 

精神障害者、又は明確な判断は

ないが精神障害が疑わる方 
6 16 1 

合計 81 50 7 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

問３．年齢内訳 

単位：人 

20代 30代 40 代 50 代 60代 70代 80代 90代 100歳 

以上 

合計 

5 10 17 15 21 11 27 25 7 138 

 

 

〇人数が多い順に「80 代」27 人、「90 代」25 人、「60 代」21 人、「40 代」17 人、「50 代」

15人、「70代」11人、「30代」10人、「100歳以上」7人、「20代」5人であった。 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

問４．生活保護世帯に属しているか 

                          単位：人 

① 生活保護受給世帯に属している 16 

② 生活保護受給世帯に属していない 121 

③ 不明 1 

合計 138 

 
〇「生活保護受給世帯」16 人、「生活保護受給していない」121 人、「不明」1 人であった。 

 

問５．成年後見制度利用の有無について 

                          単位：人 

① 成年後見人（保佐・補助含む）がついている 22 

② 成年後見人（保佐・補助含む）がついていない 115 

③ 不明 1 

合計 138 

 

〇「後見人等がついている」22人、「後見人等がついていない」115人、「不明」1人であっ

た。 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

問６．身寄り、親族等の有無について 

                          単位：人 

① 身寄りがない又は近隣に頼れる親族がいない 8 

② 親族はいるが協力を得ることが困難である 40 

③ ①②以外 90 

合計 138 

 
 

〇後見制度利用対象者のうち、「身寄りがない又は近隣に頼れる親族がいない」8人、「親族

等はいるが協力を得ることは困難である」40 人であった。 

 

問７．成年後見制度の申立にむけて準備・検討している方は何人いますか。 

単位：人 

検討している 9 

 

【内訳】 

                             単位：人 

種別 対象者人数 

介護保険サービス事業所 4 

障害福祉サービス事業所 3 

医療機関（精神科） 2 

合計 9 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

問８．成年後見制度の申立に向けて準備・検討を進める上で相談している機関（複数回答） 

単位：人 

① 家庭裁判所 1 

② 沖縄弁護士会または弁護士会 0 

③ 市町村行政 1 

④ 地域包括支援センター 1 

⑤ 障害者相談支援事業所 0 

⑥ リーガルサポート沖縄県支部（県司法書士会）または司法書士 1 

⑦ ぱあとなあ沖縄（県社会福祉士会）または社会福祉士 2 

⑧ 北中城村権利擁護支援センターひまわり（または社会福祉協議会） 2 

⑨ その他 1 

⑩ 他機関に相談していない（自事業所のみで対応） 1 

 合計 10 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

問９．成年後見制度の申立てに向けて準備・検討を進める上で支障となっている点（複数回

答） 

単位：人 

① 成年後見申立費用を工面するのが困難である 3 

② 本人の収入・財産額が少なく、後見人等への報酬支払いが困難である 1 

③ 本人や家族が成年後見制度の利用を拒否している 1 

④ 申立人（親族）の協力が得られない 0 

⑤ 市町村長申立が進まない 1 

⑥ 後見人候補者の確保が困難である 0 

⑦ 成年後見申立のための必要書類の収集が困難である 0 

⑧ その他の支障がある 2 

⑨ 特に支障となっている点はない 2 

合計 10 

 

 

 

<問 9-⑧その他> 

・申立人が高齢で制度に対する理解が乏しく、協力を得るために何度も面談するなど時

間がかかった。 

・家族への説明と、今後の関係性に不安がある。 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

問 10．成年後見制度の活用（準備・検討を含む）がされていない方の理由 

単位：人 

① 制度利用の必要はない 10 

② 手続きが大変そう 4 

③ ご本人、ご家族等の経済的余裕がない 2 

④ どこへ相談を繋げたらよいかわからない 2 

⑤ 親族が申し立てることなので、事業所（医療機関）として関知していない 1 

⑥ 事業所（医療機関）の担当として、制度を理解できていない 0 

⑦ その他 12 

合計 31 

 

<問 10-①理由> 

・現在の施設利用者は、家族協力があり成年後見人が必要なケースもないが、今後、成年

後見制度を活用した方が良い状況となった際にスムーズに対応できるように研修等に

も参加して理解を深めたい。 

・姉、兄が近所に住み協力体制がある。 

・現在は権利擁護事業でまかなえている。家族で対応できる。 

・ご家族の意向がない。 

・妻がキーパーソンとなり、本人、その他親族と話し合い、管理ができている。 

・家族支援あり。 

・終末期となり、保留となっている。 

・本人が自己管理できると思っている。 

・ご家族の対応で特に問題は起きていない。 

・ご家族の支援がきちっとされているため。 

・ご家族が財産管理している。 

・家族の支援が十分に行われているため。 

・兄弟が支援されている。 

・両親で対応している為。 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

<問 10-⑦その他> 

・本人が望んでいない。親族と本人の関係が不良でトラブルが起きそう。 

・認知機能からまだ後見の段階ではない。本人が望んでいない。 

・老老介護にて、制度の利用を促しているも話が進まない。 

・ご家族が金銭管理できているので現時点で生活に支障がないため。 

・利用希望の意思を聞いた後からの手続きや受理待ちが 3 カ月～6 ヵ月ほどかかったた

め、待っている間にトラブル処理が大変だったため他の対策を考えている。 

・支援者などの中で具体的な話が出ていない。 

・同居家族がいる為、現時点では必要性を感じていない。 

・ご家族の情報提供がまだな為。主治医の判断が下りなかった為。 

・家族が財産管理を行っている。又は本人が必要性を感じていない。 

・ご家族がサポートするという意思を確認できているため。 

・今後検討予定である。 

・家族の了解が得られない。 

・娘や息子等、親族の協力が得られる。 

 

 

問 11．成年後見制度の取り組みに関する意見等をお書きください。（自由特記） 

・市町村長申立の条件が厳しく、親族の協力が得られない場合など、どうにもならないこ

とがあった。 

・世の中では家族関係が昔と比較して弱くなっているようで、又、大きな問題としては現

役世代で親に依存しなければ生活できない方々も見受けられます。将来の生活が困窮

することが懸念され、今後は増々公的支援が必要となり、後見制度が必要になってくる

と思います。 

・申立時や後見人の報酬の負担が小さくないこと、家族が後見人になる場合は、事務負担

が大きくなかなか積極的には進めにくい状況もあります。 

・北中城村内で成年後見人の申請人数を教えてほしい。 

・村内で村長の名前で申請する場合の条件があれば教えてほしい。 

・ご家族、施設等の方からケアマネジャーに対して「成年後見制度」を申請した方がいい

と言われることが少なくないですが、ケアマネジャーが申請する権利はないと聞きま

した。具体的にどのようにすれば良いか困ることがあります。 

・現在、当事業所では北中城村の方は１名しかいないため、アンケートには十分な協力が

できないことをお詫び申し上げます。沖縄市では成年後見制度の手前にあたる、日常生

活自立支援事業の受け入れが困難な状況とのことです。（県からの予算に対して相談件

数が多いようです。）他市町村との連携や予算の拡大への提案等が課題かと感じていま

す。貴村での参考にしていただけると幸いです。 

・老人施設入居にあたっては身元引受者の存在が必要なので、特に家族に変化がない限

り制度を利用することはないかと思う。 

・高齢の方に申し立てをお願いするときは、成年後見制度を利用した場合のメリットを

わかりやすく説明できるといいように思います。 
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３－１ 介護保険サービス事業所・障害福祉サービス事業所、精神科医療 調査 

・問８でいくつかの相談先があることを初めて知る。村内住民に関する窓口を一本化に

すると事業所も相談しやすく、特に村行政関係だと対象者をよく把握していると思う

し、相談がスムーズになると思います。 

・手続きが大変そう。 

・必要な場合、相談していきたいと思います。 

・家庭裁判所に申請中。 

・以前、保佐人や後見人を付けたケースで、保佐人・後見人自身が関係機関と連携が上手

くとれなかったり、調整ができなかったりと…障がい者の特性理解についての交流が

できたらと思う。 

・制度概要が煩雑で、当事者、家族等の理解が難しい為、理解しやすいパンフレット等が

あれば説明しやすい。また、どこに相談してよいか難しいと感じる。 

・今後、利用者ご家族の高齢化に伴い金銭管理等への対応が困難になりつつあります。成

年後見制度には申請、決定まで時間がかかり、もっと簡易的な制度運用ができたらと良

いと思います。 

・援護地が北中城村である対象者は 1人のみ。療養介護を利用している。任意後見で母親

となっている。母親は現在 70代であり、きっちりと管理しているように見受けられ、

施設側にも弊社にも協力的であり特に問題はない。 

・ご家族の方々が後見制度を利用されています。親族のいる方はご家族が後見人となり、

こちらとしても安心しています。しかし一方で、全く身内のいない方々もいる現状も踏

まえ、今後制度について詳しく情報を得ていきたいと思っております。（北中城村外の方） 

・制度が世間に今以上に広まることを願い、もっと周知できるような活動を行政にすす

めてほしい。その人が充分なサービスが受けられるよう、虐待がなくなるよう努力して

ほしい。権利や尊厳を守ってほしい。 

・他自治体へ経済的虐待を理由に相談中のケースがあり、各市町村の対応についてはこ

ちらも関心があり、ぜひ今回の調査結果について何らかの形でも教えていただけると

恐縮です。 

・他市町村のケースだが、2年前から市長申立で相談していたところ「本人が同意しない」

との理由で進まない状況。精神疾患により同意能力に難ありと思われる方の「同意」に

ついてどのように考えるのか。本人は他科へ転院し急変により他界。身元保証人不在の

ケースが増加してくることが考えられるなかどのような対応が可能なのかと考えさせ

られた。 
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３－２ 介護保険サービス事業所 調査（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

成年後見制度に関する実態把握調査 

（介護事業所 調査結果） 

 

 

 

対象事業所数：82ヶ所 

回答事業所数：39ヶ所 

回   収   率：47.6％ 
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３－２ 介護保険サービス事業所 調査（再掲） 

問１．貴事業所において以下の項目に該当する方はいますか？        

単位：人 

法
律
行
為 

①  本人の判断能力が不十分であったため、過去に消費者被害に遭ったことがある

又は現に悪徳業者につきまとわれている可能性がある。 

1 

② 本人の判断能力が不十分であり、不動産の処分や遺産分割協議など、日常的な

金銭管理を超える法律行為を行うことが難しい。 

2 

③ 本人の判断能力が不十分であり、診療契約やサービス利用契約を理解できず、

利用が進まない。 

3 

虐
待
被
害
等 

④ 本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど、経済

的虐待を受けている又は疑いがある。 

1 

⑤ 本人の判断能力が不十分であるため、④以外の虐待（身体的・精神的・性的・

ネグレクト等）を受けている又は疑いがある。 

5 

⑥ 本人の判断能力が不十分であり、必要な医療・介護・福祉サービスの全部又は

一部を拒否している。 

11 

財
産
管
理 

⑦ 本人の判断能力が不十分なため、財産の管理ができない。 47 

⑧ 税金や施設利用料・その他借金等を現に滞納しているが、本人の判断能力が不

十分であるため、適切に対応できていない。 

2 

⑨ 本人の判断能力が不十分であり、商品を次々購入する等、収入に見合った適切

な支出ができない。 

0 

そ
の
他 

⑩ その他困難な事情があるが、本人の判断能力が不十分であるため、適切に対応

できていない。 

9 

 合計 81 

               

 

問２．主な障害等の状態 

単位：人 

①  認知症、又は明確な診断はないが認知症が疑われる方 73 

② 知的障害、又は明確な診断はないが知的障害が疑われる方 2 

②  精神障害者、又は明確な診断はないが精神障害が疑われる方 6 

合計 81 

 

 

問３．年齢内訳 

単位：人 

20代 30代 40 代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳 

以上 

不明 合計 

0 1 1 2 16 5 24 25 7 0 81 
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３－２ 介護保険サービス事業所 調査（再掲） 

問４．生活保護世帯に属しているか 

              単位：人 

① 生活保護受給世帯に属している 9 

② 生活保護受給世帯に属していない 72 

合計 81 

 

 

 

問５．成年後見制度利用の有無について 

              単位：人 

①  成年後見人（保佐・補助含む）がついている 7 

②  成年後見人（保佐・補助含む）がついていない 73 

③ 不明 1 

合計 81 

 

 

 

問６．身寄り、親族等の有無について 

              単位：人 

① 身寄りがない又は近隣に頼れる親族がいない 6 

② 親族はいるが協力を得ることが困難である 24 

合計 30 

 

 

 

問７．成年後見制度の申立にむけて準備・検討している方は何人いますか。 

単位：人 

検討している 4 
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３－２ 介護保険サービス事業所 調査（再掲） 

問８．成年後見制度の申立に向けて準備・検討を進める上で相談している機関（複数回答） 

単位：人 

① 家庭裁判所 1 

② 沖縄弁護士会または弁護士 0 

③ 市町村行政 0 

④ 地域包括支援センター 1 

⑤ 障害者相談支援事業所 0 

⑥ リーガルサポート沖縄支部（県司法書士会）または司法書士 0 

⑦ ぱあとなあ沖縄（県社会福祉士会）または社会福祉士 2 

⑧ 北中城村権利擁護支援センターひまわり（または村社会福祉協議会） 2 

⑨ その他 1 

⑩ 他機関に相談していない（自事業所のみで対応） 0 

 合計 7 

 

 

 

問９．成年後見制度の申立てに向けて準備・検討を進める上で支障となっている点（複数回

答） 

単位：人 

① 成年後見申立費用を工面するのが困難である 3 

② 本人の収入・財産額が少なく、後見人等への報酬支払いが困難である 1 

③ 本人や家族が成年後見制度の利用を拒否している 1 

④ 申立人（親族）の協力が得られない 0 

⑤ 市町村長申立が進まない 0 

⑥ 後見人候補者の確保が困難である 0 

⑦ 成年後見申立のための必要書類の収集が困難である 0 

⑧ その他の支障がある（内容：    ） 1 

⑨ 特に支障となっている点はない 0 

合計 6 

 

問 9-⑧ 「その他支障がある」内容 

・申立人が高齢で制度に対する理解が乏しく、協力を得るために何度も面談するなど時

間がかかった。 
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３－２ 介護保険サービス事業所 調査（再掲） 

問 10．成年後見制度の活用（準備・検討を含む）がされていない方の理由 

単位：人 

① 制度利用の必要はない（理由：    ） 8 

② 手続きが大変そう 3 

③  ご本人、ご家族等の経済的な余裕がない 0 

④ どこへ相談を繋げたらよいかわからない 1 

⑤ 親族が申し立てることなので、事業所（医療機関）として関知しない 1 

⑥ 事業所（医療機関）の担当として、制度をよく理解できていない 0 

⑦ その他（理由：   ） 4 

合計 17 

 

問 10-① 「制度利用の必要はない」理由 

・現在の施設利用者は、家族協力があり成年後見人が必要なケースもないが、今後、成年

後見制度を活用した方が良い状況となった際にスムーズに対応できるように研修等に

も参加して理解を深めたい。 

・姉、兄が近所に住み協力体制がある。 

・現在は権利擁護事業でまかなえている。家族で対応できる。 

・ご家族の意向がない。 

・妻がキーパーソンとなり、本人、その他親族と話し合い、管理ができている。 

・家族支援あり。 

・終末期となり、保留となっている。 

・本人が自己管理できると思っている。 

・ご家族の対応で特に問題は起きていない。 

・ご家族の支援がきちっとされているため。 

・ご家族が財産管理している。 

・家族の支援が十分に行われているため。 

 

 

問 10-⑦ 「その他」理由 

・本人が望んでいない。親族と本人の関係が不良でトラブルが起きそう。 

・認知機能からまだ後見の段階ではない。本人が望んでいない。 

・老老介護にて、制度の利用を促しているも話が進まない。 

・ご家族が金銭管理できているので現時点で生活に支障がないため。 
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３－２ 介護保険サービス事業所 調査（再掲） 

問 11.成年後見制度の取り組みに関する意見等をお書きください。（自由記述） 

・市町村長申立の条件が厳しく、親族の協力が得られない場合など、どうにもならないこ

とがあった。 

・世の中では家族関係が昔と比較して弱くなっているようで、又、大きな問題としては現

役世代で親に依存しなければ生活できない方々も見受けられます。将来の生活が困窮

することが懸念され、今後は増々公的支援が必要となり、後見制度が必要になってくる

と思います。 

・申立時や後見人の報酬の負担が小さくないこと、家族が後見人になる場合は、事務負担

が大きくなかなか積極的には進めにくい状況もあります。 

・北中城村内で成年後見人の申請人数を教えてほしい。 

・村内で村長の名前で申請する場合の条件があれば教えてほしい。 

・ご家族、施設等の方からケアマネジャーに対して「成年後見制度」を申請した方がいい

と言われることが少なくないですが、ケアマネジャーが申請する権利はないと聞きま

した。具体的にどのようにすれば良いか困ることがあります。 

・現在、当事業所では北中城村の方は１名しかいないため、アンケートには十分な協力が

できないことをお詫び申し上げます。沖縄市では成年後見制度の手前にあたる、日常生

活自立支援事業の受け入れが困難な状況とのことです。（県からの予算に対して相談件

数が多いようです。）他市町村との連携や予算の拡大への提案等が課題かと感じていま

す。貴村での参考にしていただけると幸いです。 

・老人施設入居にあたっては身元引受者の存在が必要なので、特に家族に変化がない限

り制度を利用することはないかと思う。 

・高齢の方に申し立てをお願いするときは、成年後見制度を利用した場合のメリットを

わかりやすく説明できるといいように思います。 

・問８でいくつかの相談先があることを初めて知る。村内住民に関する窓口を一本化に

すると事業所も相談しやすく、特に村行政関係だと対象者をよく把握していると思う

し、相談がスムーズになると思います。 

・手続きが大変そう。 

・必要な場合、相談していきたいと思います。 

・家庭裁判所に申請中。 
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３－３ 障害福祉サービス事業所 調査（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

成年後見制度に関する実態把握調査 

（障害者支援施設 調査結果） 

 

 

 

対象事業所数：40 ヶ所 

回答事業所数：22 ヶ所 

回   収   率：55.0％ 
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３－３ 障害福祉サービス事業所 調査（再掲） 

問１．貴事業所において以下の項目に該当する方はいますか？        

単位：人 

法
律
行
為 

① 本人の判断能が不十分であったため、過去に消費者被害に遭ったことがある又

は現に悪徳業者につきまとわれている可能性がある。 

0 

② 本人の判断能力が不十分であり、不動産の処分や遺産分割協議など、日常的な

金銭管理を超える法律行為を行うことが難しい。 

4 

③ 本人の判断能力が不十分であり、診療契約やサービス利用契約を理解できず、

利用が進まない。 

13 

虐
待
被
害
等 

④ 本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど、経済

的虐待を受けている又は疑いがある。 

0 

⑤ 本人の判断能力が不十分であるため、④以外の虐待（身体的・精神的・性的・

ネグレクト等）を受けている又は疑いがある。 

2 

⑥ 本人の判断能力が不十分であり、必要な医療・介護・福祉サービスの全部又は

一部を拒否している。 

5 

財
産
管
理 

⑦ 本人の判断能力が不十分なため、財産の管理ができない。 21 

⑧ 税金や施設利用料・その他借金等を現に滞納しているが、本人の判断能力が不

十分であるため、適切に対応できていない。 

2 

⑨ 本人の判断能力が不十分であり、商品を次々購入する等、収入に見合った適切

な支出ができない。 

2 

そ
の
他 

⑩ その他困難な事情があるが、本人の判断能力が不十分であるため、適切に対応

できていない。 

1 

 合計 50 

問 1-⑩の内容 

・自分の考えを言葉にあまりできない。                            

 

問２．主な障害等の状態 

単位：人 

①  認知症、又は明確な診断はないが認知症が疑われる方 3 

② 知的障害、又は明確な診断はないが知的障害が疑われる方 31 

②  精神障害者、又は明確な診断はないが精神障害が疑われる方 16 

合計 50 

 

問３．年齢内訳 

単位：人 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 90 代 100 歳 

以上 

不明 合計 

5 9 16 13 4 2 1 0 0 0 50 
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３－３ 障害福祉サービス事業所 調査（再掲） 

問４．生活保護世帯に属しているか 

              単位：人 

① 生活保護受給世帯に属している 7 

② 生活保護受給世帯に属していない 42 

③ 不明 1 

合計 50 

 

 

 

問５．成年後見制度利用の有無について 

              単位：人 

①  成年後見人（保佐・補助含む）がついている 15 

②  成年後見人（保佐・補助含む）がついていない 35 

合計 50 

 

 

 

問６．身寄り、親族等の有無について 

              単位：人 

① 身寄りがない又は近隣に頼れる親族がいない 2 

② 親族はいるが協力を得ることが困難である 16 

合計 18 

 

 

 

問７．成年後見制度の申立にむけて準備・検討している方は何人いますか。 

単位：人 

検討している 3 

 

 

 

 

 

 

 

  



73 

 

３－３ 障害福祉サービス事業所 調査（再掲） 

問８．成年後見制度の申立に向けて準備・検討を進める上で相談している機関（複数回答） 

単位：人 

① 家庭裁判所 0 

② 沖縄弁護士会または弁護士 0 

③ 市町村行政 0 

④ 地域包括支援センター 0 

⑤ 障害者相談支援事業所 0 

⑥ リーガルサポート沖縄支部（県司法書士会）または司法書士 1 

⑦ ぱあとなあ沖縄（県社会福祉士会）または社会福祉士 0 

⑧ 北中城村権利擁護支援センターひまわり（または村社会福祉協議会） 0 

⑨ その他 1 

⑩ 他機関に相談していない（自事業所のみで対応） 1 

合計 3 

 

 

 

問９．成年後見制度の申立てに向けて準備・検討を進める上で支障となっている点（複数回

答） 

単位：人 

① 成年後見申立費用を工面するのが困難である 0 

② 本人の収入・財産額が少なく、後見人等への報酬支払いが困難である 0 

③ 本人や家族が成年後見制度の利用を拒否している 0 

④ 申立人（親族）の協力が得られない 0 

⑤ 市町村長申立が進まない 1 

⑥ 後見人候補者の確保が困難である 0 

⑦ 成年後見申立のための必要書類の収集が困難である 0 

⑧ その他の支障がある（内容：    ） 1 

⑨ 特に支障となっている点はない 1 

合計 3 

 

問 9-⑧ 「その他支障がある」 内容 

・家族への説明と、今後の関係性に不安がある。 
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３－３ 障害福祉サービス事業所 調査（再掲） 

問 10．成年後見制度の活用（準備・検討を含む）がされていない方の理由 

単位：人 

① 制度利用の必要はない（理由：    ） 2 

② 手続きが大変そう 1 

③  ご本人、ご家族等の経済的な余裕がない 2 

④ どこへ相談を繋げたらよいかわからない 1 

⑤ 親族が申し立てることなので、事業所（医療機関）として関知しない 0 

⑥ 事業所（医療機関）の担当として、制度をよく理解できていない 0 

⑦ その他（理由：   ） 7 

合計 13 

 

問 10-① 「制度利用の必要はない」理由 

・兄弟が支援されている。 

・両親で対応している為。 

 

 

問 10-⑦ 「その他」理由 

・利用希望の意思を聞いた後からの手続きや受理待ちが 3 カ月～6 ヵ月ほどかかったた

め、待っている間にトラブル処理が大変だったため他の対策を考えている。 

・支援者などの中で具体的な話が出ていない。 

・同居家族がいる為、現時点では必要性を感じていない。 

・ご家族の情報提供がまだな為。主治医の判断が下りなかった為。 

・家族が財産管理を行っている。又は本人が必要性を感じていない。 

・ご家族がサポートするという意思を確認できているため。 

・今後検討予定である。 

・家族の了解が得られない。 
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３－３ 障害福祉サービス事業所 調査（再掲） 

問 11.成年後見制度の取り組みに関する意見等をお書きください。（自由記述） 

・以前、保佐人や後見人を付けたケースで、保佐人・後見人自身が関係機関と連携が上手

くとれなかったり、調整ができなかったりと…障がい者の特性理解についての交流が

できたらと思う。 

・制度概要が煩雑で、当事者、家族等の理解が難しい為、理解しやすいパンフレット等が

あれば説明しやすい。また、どこに相談してよいか難しいと感じる。 

・今後、利用者ご家族の高齢化に伴い金銭管理等への対応が困難になりつつあります。成

年後見制度には申請、決定まで時間がかかり、もっと簡易的な制度運用ができたらと良

いと思います。 

・援護地が北中城村である対象者は 1 人のみ。療養介護を利用している。任意後見で母

親となっている。母親は現在 70 代であり、きっちりと管理しているように見受けられ、

施設側にも弊社にも協力的であり特に問題はない。 

・ご家族の方々が後見制度を利用されています。親族のいる方はご家族が後見人となり、

こちらとしても安心しています。しかし一方で、全く身内のいない方々もいる現状も踏

まえ、今後制度について詳しく情報を得ていきたいと思っております。（北中城村外の

方） 

・制度が世間に今以上に広まることを願い、もっと周知できるような活動を行政にすす

めてほしい。その人が充分なサービスが受けられるよう、虐待がなくなるよう努力して

ほしい。権利や尊厳を守ってほしい。 
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３－４ 精神科医療 調査（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

成年後見制度に関する実態把握調査 

（医療機関 調査結果） 

 

 

 

対象事業所数：15ヶ所 

回答事業所数：5ヶ所 

回   収   率：33.3％ 
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３－４ 精神科医療 調査（再掲） 

問１．貴事業所において以下の項目に該当する方はいますか？        

単位：人 

法
律
行
為 

① 本人の判断能が不十分であったため、過去に消費者被害に遭ったことがある又

は現に悪徳業者につきまとわれている可能性がある。 

0 

② 本人の判断能力が不十分であり、不動産の処分や遺産分割協議など、日常的な

金銭管理を超える法律行為を行うことが難しい。 

0 

③ 本人の判断能力が不十分であり、診療契約やサービス利用契約を理解できず、

利用が進まない。 

0 

虐
待
被
害
等 

④ 本人の判断能力が不十分であるため、預金や年金を取り上げられるなど、経済

的虐待を受けている又は疑いがある。 

0 

⑤ 本人の判断能力が不十分であるため、④以外の虐待（身体的・精神的・性的・

ネグレクト等）を受けている又は疑いがある。 

0 

⑥ 本人の判断能力が不十分であり、必要な医療・介護・福祉サービスの全部又は

一部を拒否している。 

0 

財
産
管
理 

⑦ 本人の判断能力が不十分なため、財産の管理ができない。 7 

⑧ 税金や施設利用料・その他借金等を現に滞納しているが、本人の判断能力が不

十分であるため、適切に対応できていない。 

0 

⑨ 本人の判断能力が不十分であり、商品を次々購入する等、収入に見合った適切

な支出ができない。 

0 

そ
の
他 

⑩ その他困難な事情があるが、本人の判断能力が不十分であるため、適切に対応

できていない。 

0 

 合計 7 

    

                         

問２．主な障害等の状態 

単位：人 

①  認知症、又は明確な診断はないが認知症が疑われる方 6 

② 知的障害、又は明確な診断はないが知的障害が疑われる方 0 

②  精神障害者、又は明確な診断はないが精神障害が疑われる方 1 

合計 7 

 

 

問３．年齢内訳 

単位：人 

20代 30代 40 代 50 代 60代 70代 80代 90代 100歳 

以上 

不明 合計 

0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 7 
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３－４ 精神科医療 調査（再掲） 

問４．生活保護世帯に属しているか 

              単位：人 

① 生活保護受給世帯に属している ０ 

② 生活保護受給世帯に属していない ７ 

合計 7 

 

 

 

問５．成年後見制度利用の有無について 

              単位：人 

①  成年後見人（保佐・補助含む）がついている 0 

②  成年後見人（保佐・補助含む）がついていない 7 

合計 7 

 

 

 

問６．身寄り、親族等の有無について 

              単位：人 

① 身寄りがない又は近隣に頼れる親族がいない 0 

② 親族はいるが協力を得ることが困難である 0 

合計 0 

 

 

 

問７．成年後見制度の申立にむけて準備・検討している方は何人いますか。 

単位：人 

検討している 2 
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３－４ 精神科医療 調査（再掲） 

問８．成年後見制度の申立に向けて準備・検討を進める上で相談している機関（複数回答） 

単位：人 

① 家庭裁判所 0 

② 沖縄弁護士会または弁護士 0 

③ 市町村行政 1 

④ 地域包括支援センター 0 

⑤ 障害者相談支援事業所 0 

⑥ リーガルサポート沖縄支部（県司法書士会）または司法書士 0 

⑦ ぱあとなあ沖縄（県社会福祉士会）または社会福祉士 0 

⑧ 北中城村権利擁護支援センターひまわり（または村社会福祉協議会） 0 

⑨ その他 0 

⑩ 他機関に相談していない（自事業所のみで対応） 0 

合計 1 

 

 

 

問９．成年後見制度の申立てに向けて準備・検討を進める上で支障となっている点（複数回

答） 

単位：人 

① 成年後見申立費用を工面するのが困難である 0 

② 本人の収入・財産額が少なく、後見人等への報酬支払いが困難である 0 

③ 本人や家族が成年後見制度の利用を拒否している 0 

④ 申立人（親族）の協力が得られない 0 

⑤ 市町村長申立が進まない 0 

⑥ 後見人候補者の確保が困難である 0 

⑦ 成年後見申立のための必要書類の収集が困難である 0 

⑧ その他の支障がある（内容：    ） 0 

⑨ 特に支障となっている点はない 1 

合計 1 
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３－４ 精神科医療 調査（再掲） 

問 10．成年後見制度の活用（準備・検討を含む）がされていない方の理由 

単位：人 

① 制度利用の必要はない（理由：    ） 0 

② 手続きが大変そう 0 

③  ご本人、ご家族等の経済的な余裕がない 0 

④ どこへ相談を繋げたらよいかわからない 0 

⑤ 親族が申し立てることなので、事業所（医療機関）として関知しない 0 

⑥ 事業所（医療機関）の担当として、制度をよく理解できていない 0 

⑦ その他（理由：   ） 1 

合計 1 

 

問 10-⑦ 「その他」理由 

・娘や息子等、親族の協力が得られる。 

 

 

 

 

問 11.成年後見制度の取り組みに関する意見等をお書きください。（自由記述） 

・他自治体へ経済的虐待を理由に相談中のケースがあり、各市町村の対応についてはこ

ちらも関心があり、ぜひ今回の調査結果について何らかの形でも教えていただけると

恐縮です。 

・他市町村のケースだが、2年前から市長申立で相談していたところ「本人が同意しない」

との理由で進まない状況。精神疾患により同意能力に難ありと思われる方の「同意」に

ついてどのように考えるのか。本人は他科へ転院し急変により他界。身元保証人不在の

ケースが増加してくることが考えられるなかどのような対応が可能なのかと考えさせ

られた。 
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 資料①－４ 専門職後見人等団体調査 

 

４－１ 専門職後見人等団体の活動状況に関する調査 

 

 

令和元年度 

成年後見制度に関する実態把握調査 

（専門職後見人団体の活動状況に関する調査） 

 

【対象団体】 

１．沖縄弁護士会 

２．成年後見センター・リーガルサポート沖縄支部 

３．沖縄税理士会 

４．沖縄県社会福祉士会 ぱあとなあ沖縄 

５．沖縄県精神保健福祉士協会 

 

対象団体：５団体 

回答団体：５団体 

回収率：100％ 
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４－１ 専門職後見人等団体の活動状況に関する調査 

（１）会員数について 

団体 管轄家裁 会員数 後見人候補者

名簿登録者数 

受任件数 

平成 30年度 

 

沖縄弁護士会 

那覇家裁 275 81 84 ※1 

※1 弁護士会が推薦した案件に限ります（案件によっては家庭裁判所が

弁護士会の推薦を受けることなく直接弁護士を後見人等に選任してい

ることがありますが、弁護士会としてその数は把握しておりません）。 

成年後見センター・リー

ガルサポート沖縄支部 
那覇家裁 58 49 328 

沖縄税理士会 那覇家裁 435 16 3 

沖縄県社会福祉士会ぱあ

となあ沖縄 
那覇家裁 106 106 80 

沖縄県精神保健福祉士 

協会 

那覇家裁 327 9 15 ※2 

※2法人後見として受任している件数。 

 

（２）今後５年間を見据えた将来的な見通しを教えてください。 

団体 会員数 後見人候補者

名簿登録者数 

受任件数 

沖縄弁護士会 
増加する 

（微 増） 

現状維持 増加する 

成年後見センター・リーガルサポート沖縄

支部 

現状維持 現状維持 現状維持 

沖縄税理士会 現状維持 現状維持 現状維持 

沖縄県社会福祉士会ぱあとなあ沖縄 増加する 増加する 増加する 

沖縄県精神保健福祉士協会 増加する 増加する 増加する 
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４－１ 専門職後見人等団体の活動状況に関する調査 

課題等（自由特記） 

団体 課題等 

沖縄弁護士会 

ここ数年、家裁から弁護士会に対する推薦依頼の件数が漸増し

ており、業務量に見合った報酬が見込めない案件の依頼が増加

しているため、適当な候補者の推薦に苦慮しています。 

また、必ずしも弁護士が後見人となることがふさわしいとは思

われない案件、すなわち社会福祉士や精神保健福祉士、市民後

見人等が後見人になることがよりふさわしいと思われる案件

（身上監護中心の案件）について、家裁から弁護士会に対し推

薦依頼が行われることが増加しています。 

成年後見センター・リ

ーガルサポート沖縄

支部 

・県下の後見人候補者名簿登載者は 49名であるが、実働は 40

名程度であり一人平均 8件である。 

・近年生活保護受給案件や報酬が見込めない案件、親族等支援

者がいない案件が増加しており、ボランティアでやるには負

担が大きいことから、受任件数の増加が見込めない。また、

新規で加入する会員の躊躇する要因となっている。 

沖縄税理士会 

沖縄税理士会成年後見支援センターが発足して 5年目に突入し、

家庭裁判所からの推薦依頼も毎年増え、令和元年度は 9件と信頼

を得られています。しかし、推薦名簿登載の要件を厳しくしてい

るせい（研修、保険）とあくまで社会貢献のひとつと位置づけて

いるせいで、名簿登載者の数が伸びていない現状があります。税

理士会内部で啓蒙を促している状況です。 

沖縄県社会福祉士会

ぱあとなあ沖縄 

・裁判所からの受任調整に十分に対応できていない。 

・定例会へ参加できない会員へのフォローが不十分。 

・後見人育成研修体系、育成が難しくなってきている。 

沖縄県精神保健福祉

士協会 

・法人後見を行っているため、業務執行者が法人より委任（委

任状など）されていることを証明することが必要で、個人受

任より銀行、行政等の各種手続きが煩雑になる。 

・通常業務との兼ね合いがあり、タイムリーに対応しづらい時

がある。 

・マンパワー不足を理由に受任を断ることもある。 
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４－１ 専門職後見人等団体の活動状況に関する調査 

（３）専門性を発揮しうる条件についてご回答ください。 

団体 課題等 

沖縄弁護士会 
法的紛争（相続、交通事故、横領等）が生じている案件や、親

族間の対立が生じている案件。 

成年後見センター・リ

ーガルサポート沖縄

支部 

・遺産分割協議等の相続手続きを必要とする案件。 

・不動産の売却等の処分を要する案件。 

・不動産の担保の設定や抹消手続きを要する案件。 

・債務整理を要する案件。 

沖縄税理士会 

介護費用を捻出するため、不動産を売却する案件、毎年確定申告

を要する案件、遺産分割を要する案件、相続税の申告を要する案

件は税理士の得意分野です。 

沖縄県社会福祉士会

ぱあとなあ沖縄 

・身上監護 

・家族関係の修復等について専門性が発揮されている。 

沖縄県精神保健福祉

士協会 

精神障がい者の受任依頼が多い。精神保健福祉士の専門性を期

待されている。 
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４－１ 専門職後見人等団体の活動状況に関する調査 

（４）実際に受任している条件の特徴についてご回答ください。 

団体 課題等 

沖縄弁護士会 

上記（３）に記載したような専門性を発揮しうる案件につい

て後見人となっていることが多いですが、実際に受任してい

るものは多岐に渡ると思われます。 

成年後見センター・リ

ーガルサポート沖縄支

部 

・上記（３）を必要とする案件。 

・不動産の賃貸等の管理を要する案件。親族からの経済的虐

待（金銭の無心等）に対応する案件。 

・生活保護受給又は受給相当で、管理すべき財産はほとんど

ないが、親族等の支援者がいない案件。 

・本人の財産管理について、親族間で紛争がある案件。 

・不適切な財産管理をした親族に代わって財産管理する案

件。 などなど 

沖縄税理士会 

税務申告を要する上記案件の他に、市長申立ての生活保護案

件、身寄りのない案件、本人の意思決定支援を要する保佐・補

助案件など、税理士の職務の専門性と関係なく、万遍なく受任

しています。 

沖縄県社会福祉士会ぱ

あとなあ沖縄 

・困窮世帯 

・市町村申し立てが多い 

・福祉ニーズの必要な方（施設入所・契約等） 

・親族と疎遠なケース 

沖縄県精神保健福祉士

協会 

・精神科病院に入院中、施設入所中、在宅で精神障がい者。 

・身寄りのない方が多い。 

・家族関係が悪い。 

・40代、50代の受任依頼が多い。 

・精神症状が安定していない方もいる。 
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４－１ 専門職後見人等団体の活動状況に関する調査 

（５）成年後見制度についての課題や今後について、意見等がございましたらご記入くだ

さい。 

団体 課題等 

沖縄弁護士会 各市町村、社会福祉協議会や包括支援センター、専門職団体等

と連携して市民にとってより利用しやすい成年後見制度の運用

を実現することが必要であると考えています。具体的には、各

機関との連携（又は中核機関の設置）により、①成年後見申し

立ての支援を行う、②親族後見人の支援を行う、③市民後見人

を育成するといった施策が必要であると考えます。また、将来

的には④案件によっては専門職後見人と市民後見人が共同で後

見人となって業務を行うことが望ましいと考えますが、そのた

めには⑤案件と専門職後見人及び市民後見人をマッチングする

運用や制度の構築が必要であり、課題も多いだろうことが予想

されます。 

成年後見センター・

リーガルサポート沖

縄支部 

・主として身上保護が必要な方に対する成年後見制度の利用の

あり方の模索。 

・医療同意や身元保証問題、医療機関の付添いを必要とする方

の支援のあり方を早急に整備しないと専門職後見人を必要と

する方の待機問題が生じる。 

沖縄税理士会 超高齢化社会に突入している現在、中核機関が設置されると成

年後見制度の利用者数は加速度的に増加すると予測されます。

専門家のマンパワーでは追いつかない事態が生じる。市民後見

人の育成、親族後見人のサポートは必須です。沖縄税理士会で

も何らかの形で中核機関に協力していきたいと考えています。 

沖縄県社会福祉士会

ぱあとなあ沖縄 

・意思決定支援の難しさを実感している。 

・医療同意の問題。 

沖縄県精神保健福祉

士協会 

・専門職による横領事件がある。起こさないような仕組み作り

が必要。 

・成年後見制度利用促進計画に関して、市町村の取り組みに積

極的に参画していきたい。 

・報酬助成が市町村によって対応に差があり、スムーズに申請

できないことがある。 
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 資料①－５ 親族後見人等 調査 

 

５－１ 親族後見人等アンケート調査 

 

 

 

 

 

令和元年度 

成年後見制度に関する実態把握調査 

（親族後見人等アンケート調査） 

 

 

 

対象者数：43件 

回答者数：20件 

回 収 率：46.5％ 
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５－１ 親族後見人等アンケート調査 

問１．あなた（後見人等）の年代を教えてください。 

単位：人 

20代 0 

30代 1 

40代 6 

50代 2 

60代 5 

70代 6 

合計 20 

 

〇70代と 40代が 30.0％で全体の 6割を占める。次に 60代が 25.0％であった。 

 

 

問２．あなたが支援している方（被後見人等）との続柄を教えてください。 

        単位：人数 

父親 3 

母親 4 

兄弟姉妹 7 

祖父母 1 

叔父叔母等 1 

従兄弟 1 

甥姪 2 

その他 1 

合計 20 

 

〇兄弟姉妹が 35.0％、続いて母親が 20.0％、父親が 15.0％となっており、家族で支援して

いる。 

〇問１の後見人等の年代が 70 代と 40 代が多く割合を占めているので両親、兄弟姉妹が支

援していると考えられる。 

  

0

1

6

2

5

6

0 2 4 6 8

20代

30代

40代

50代

60代

70代

3

4

7

1

1

1

2

1

0 2 4 6 8

父親

母親

兄弟姉妹

祖父母

叔父叔母等

従兄弟

甥姪

その他
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５－１ 親族後見人等アンケート調査 

問３．あなたが支援している方（被後見人等）の年代を教えてください。 

単位：人数 

20代 1 

30代 1 

40代 1 

50代 2 

60代 3 

70代 12 

合計 20 

 

〇支援している方（被後見人）の年代は 70代が 60.0％で半数以上を占める。 

 

 

問４．あなたの後見類型を教えてください。 

単位：件数 

補助類型 2 

保佐類型 0 

後見類型 14 

記載なし 3 

不明 1 

合計 20 

 

〇後見類型が全体の 70.0％を占めている。 

 

問５．あなたが支援している方が、成年後見制度を利用することになった原因はなんです

か。 

単位：件数 

知的障がい 5 

精神障がい 2 

認知症 5 

その他 5 

記載なし 1 

不明 2 

合計 20 
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５－１ 親族後見人等アンケート調査 

問６．申立はどなたが行いましたか。 

単位：人数 

本人 5 

親族 13 

弁護士 1 

市町村長 0 

その他 0 

記載なし 1 

合計 20 

 

〇申立は親族が全体の 65.0％を占めている。 

 

 

問７．後見監督人は選任されていますか。 

単位：件数 

有 6 

無 12 

記載なし 2 

合計 20 

 

 

〇後見監督人が 6件 30.0％に選任されている。 

 

 

問８．あなた以外にも後見人が選任されていますか。 

単位：件数 

有 2 

無 18 

合計 20 

 

 

 

〇後見人等が複数選任されているのが 2件 10.0％あった。 
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５－１ 親族後見人等アンケート調査 

問９．どのようなことが理由で成年後見制度を利用することになりましたか。（複数回答） 

単位：件数 

預貯金などの管理・解約 10 

福祉サービスの契約 5 

不動産の処分 3 

相続手続き 5 

保険金受取 3 

訴訟手続き 3 

その他 1 

合計 30 

 

〇「預貯金などの管理・解約」の理由が最も多く、続いて「福祉サービスの契約」と「相続

手続き」であった。 

 

 

問 10．あなたの後見人等としての役割を教えてください。（自由記述） 

 

〇財産管理 他 10件 

〇病院受診の支援や入院支援 他 6件 

〇福祉サービスの利用に関すること 他 5件 

〇日常生活の支援 他 3件 

〇在園（身障者）者と家族との連絡や必要な事務をする事が主な役目 

〇サラ金などの借入管理 

〇本人が寝たきり（脳出血）により意思疎通不可のため 

〇母親による財産処分防止 

〇被後見人に必要なサービスの選択や契約 

〇車いすでも住よい住環境の確保（住宅の買い替え） 

〇財産管理は老人ホームで行っている 

〇食品・日用品の買い出しや銀行などの手続きを私や私の家内で手助けしている 
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５－１ 親族後見人等アンケート調査 

問 11．後見業務を行う上で、不安な点やお困りのことはありますか。（自由記述） 

 

〇関係書類の保存、整理等がわずらわしい 

〇銀行の事務手続き 

〇72 歳になります。運転が日々つらくなりつつあります。会いに行く回数も激減して

います。園の方々にいつも心から感謝しています。 

〇成年後見人を証明できるカード（免許証のような物）を発行してもらえればとても助

かる。（何度も証明書を取りに行くと金銭的にも厳しいため） 

〇後見終了時（被後見人の死亡時）に期限内（2ヶ月以内）にスムーズに相続人へ財産

等の引き継ぎができるか多少不安があります。 

〇2020年老人ホームが新居移転になります。それで利用料金が＋20,000値上がりしま

す。祖母の年金では厳しくなりますがどのように支払したらよろしいですか？お伺

い申し上げます。 

○私も高齢なので先に死亡した場合どうなるか心配 

○後見人は本人の代わりに手続きができるのに、事務手続きが煩雑。部署により対応が

ちがう。 

〇補助人の役割はどこまでかよくわからないのでどこまで関わりを持つべきか悩むこ

とがある。 

〇事前手続きが煩雑。後見人本人の高齢化。役場の事務手続きをする時の世帯主の委任

状などが必要で手間がかかる。制度がよくわからない。 

 

 

 

問 12．あなたが後見業務を行ううえで、相談先にしている方や機関がありましたら教えて

ください。（複数回答） 

単位：件数 

家庭裁判所 14 

行政 2 

市町村社会福祉協議会 2 

後見監督人 0 

弁護士 3 

司法書士 2 

親族 5 

知人・友人 0 

その他 3 

合計 31 
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５－１ 親族後見人等アンケート調査 

問 13．今後、どういった支援があればいいと思いますか。(複数回答) 

単位：件数 

勉強会 

①事務関係 

②財産管理関係 

③契約関係 

4 

個別相談 3 

親族後見 1 

成年後見 3 

その他 5 

記載なし 5 

合計 21 

 

〇勉強会の内訳をみると「①事務関係」が多くを占める結果であった。事務手続きの煩雑さ

と難しさを感じていると考えられる。 

 

 

問 14．その他ご意見をお聞かせください。（自由記述） 

 

○後見事務の経過記録など容易に出来るようにしてほしい。 

○裁判所と銀行との事務手続きが煩雑、煩わしい。 

○被後見人より先に死亡する場合の不安は常に心にあります。自分が長生きする事は

望んでいませんが被後見人よりは長生きして先祖両親の墓に一緒に眠らせてあげて

から旅立ちたいというのがせめての弟孝行かなと思っています。 

○家庭裁判所へ手続きしても公務員で冷ややかである。 

○一言では言えません。妹夫婦が重体になり軍用地も売買されて父親の名義も兄弟、

母、変えられそうに〇〇〇〇という名義にかわりそうになり、長男がとめた。いろい

ろあった。 

〇共有財産を処分する場合、手続き等知識がないので。 

〇・後見人を受ける時、兄弟姉妹も支援していくという事だったが、いざという時に受

けにくい。 

・病院など緊急を要する時、他の人と連絡がとりにくく自分でやる事になる。後見人

の仕事はどこまでやらないといけないのか？ 

・役所などサービス利用契約等煩雑でわかりにくい。 
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 資料①－６ 村権利擁護支援センター 調査 

 

６－１ 村権利擁護支援センター 調査 

 

 

 

 

北中城村 

福祉サービス利用援助事業等に関する 

実施状況 調査 

 

 

 

○北中城村権利擁護支援センターひまわり 

調査結果 
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６－１ 村権利擁護支援センター 調査 

福祉サービス利用援助事業等に関する調査票 

（令和元年９月 30 日現在） 

問１． 福祉サービス利用援助事業等（日常生活自立支援事業含む）の利用件数を教えてください。 

 件数 

契約中 11 件 

契約終了 2 件 

 

問２． 福祉サービス利用援助事業等の契約中利用者の男女比を教えてください。 

性別 人数 

男性 7 人 

女性 4 人 

 

問３． 福祉サービス利用援助事業等の契約中利用者の障害等区分を教えてください。 

障害等区分 件数 

認知症 ３件 

精神障害 1 件 

知的障害 １件 

その他 ６件 
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６－１ 村権利擁護支援センター 調査 

問４． 福祉サービス利用援助事業等の契約中利用者の居住形態を教えてください。 

居住形態 件数 

在宅 ８件 

病院 ０件 

施設 ３件 

その他 ０件 

 

問５． 過去の福祉サービス利用援助事業等から成年後見制度への移行件数を教えてください。 

移行件数 ０件 

 

問６． 現在契約中の福祉サービス利用援助事業等の契約中利用者のうち、現時点で成年後見制

度への移行が必要と思われる件数を教えてください。 

移行について 件数 

必要である ２件 

必要でない ９件 
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６－１ 村権利擁護支援センター 調査 

問７． 成年後見制度への移行が必要と思われる理由は何ですか。 

理由 件数 

判断能力の低下が進んできている １件 

高額な預貯金等の財産があり社協が責任を負える範囲にない １件 

親族等による財産侵害・経済的虐待への対処 ０件 

借金・悪徳訪問販売への対処 ０件 

その他 ０件 

 

問８． 要移行者の生活保護受給の有無を教えてください。 

生活保護について 件数 

受給している １件 

受給していない １件 
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６－１ 村権利擁護支援センター 調査 

問９． 要移行者の年齢層を教えてください。 

年齢層 人数 

20 歳未満 ０人 

20 代 ０人 

30 代 ０人 

40 代 ０人 

50 代 ０人 

60 代 ０人 

70 代 ０人 

80 代 １人 

90 歳以上 １人 

 

問１０．要移行者の障害等区分を教えてください。 

障害等区分 件数 

認知症 ２件 

精神障害 ０件 

知的障害 ０件 

その他 ０件 
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６－１ 村権利擁護支援センター 調査 

問１１．要移行者の居住形態を教えてください。 

居住形態 件数 

在宅 １件 

病院 ０件 

施設 １件 

その他 ０件 

 

問１２．要移行者について、親族の有無、成年後見等への協力の有無を教えてください。 

親族の有無、成年後見等への協力の有無 件数 

申立に協力してくれる親族がいる ２件 

親族がいない ０件 

親族はいるが協力が見込めない ０件 

その他 ０件 
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 資料② 北中城村成年後見制度利用促進協議会 

 

○北中城村成年後見制度利用促進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 北中城村における成年後見制度に関する施策の適切な運用を目的とし

て、関係機関との連携及び情報共有を推進し、成年後見制度の理解と利用促進

を図るため、北中城村成年後見制度利用促進協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１)成年後見制度の利用促進に関すること。 

(２)成年後見制度に利用促進に関する地域連携体制づくりに関すること。 

(３)成年後見制度の利用の促進に関する計画の策定に関すること。 

(４)その他村長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。 

(１)成年後見制度に関し専門的知識を有する者 

(２)成年後見制度の利用促進に関係する団体に属する者 

(３)金融機関に属する者 

(４)社会福祉協議会に属する者 

(５)地域包括支援センターに属する者 

(６)本村の職員 

(７)その他村長が適当と認める者 

２ 村長は、本村における成年後見制度の利用促進の観点から助言を求めるた

めオブザーバーとして、関係者を参加させることができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた

場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が召集する。 

２ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

（守秘義務） 
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第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、また、同様とする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

1.この訓令は、令和２年３月１日から施行する。 
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団体名 氏名 備考

北中城村成年後見制度利用促進協議会委員名簿

委嘱期間　令和2年3月25日から令和4年3月24日まで

12 北中城村地域包括支援センター
社会福祉士

名護　和加子
第5号

13 北中城村役場　福祉課
福祉課長

喜納　啓二
第6号

10 村内金融機関（JAおきなわ北中城支店）
貯金課長

桑江　良子
第3号

11 北中城村社会福祉協議会
事務局長

久高　郁枝
第4号

老人看護専門看護師

屋良　利枝
第1号

4 有識者（宜野湾市役所）
社会福祉士

安慶名　盛
第1号

8 沖縄県社会福祉士会
社会福祉士

竹藤　登

第2号

副会長

9 沖縄県精神保健福祉士協会
精神保健福祉士

石川　淳
第2号

6 成年後見センター・リーガルサポート沖縄支部
司法書士

福原　淳

第2号

会　長

7 沖縄税理士会
税理士

当山　恵子
第2号

5 沖縄弁護士会
弁護士

西端　裕子
第2号

1 村内医療機関（北中城若松病院）
医師

涌波　淳子
第1号

2 相談支援事業所（相談支援センターおきなわ）
精神保健福祉士

島　和也
第1号

3 有識者（名嘉村クリニック）


